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緊急声明 

平成24年度税制改正に向けた 

自動車車体課税・地球温暖化対策税に関するＮＧＯからの要望  

現在、民主党税制調査会は、平成 24年度（2012年度）税制改正に関する議論を行っているが、

その重点要望の中で、自動車の車体課税である自動車取得税及び自動車重量税について、その廃

止、抜本的な見直しを強く求める可能性を検討している。また、民主党税制調査会が、昨年導入

を要望した地球温暖化対策のための税は、いまだ導入が実現していない。 

これに対し私達は、以下を要望する。 

要望事項 

  
※１：自動車の車体課税が減税・廃止されれば、公共交通機関から自動車利用へのシフトを促

し、CO2排出増を招く。日本における自動車関係税全体の年間税負担額は、多くのOECD

諸国と比較してかなり低い。 

※２：自動車重量税の税収の一部は、汚染者負担の原則から、公害健康被害認定患者のための

補償財源となっており、長期的・安定的財源が不可欠。 

 

連絡先：「環境・持続社会」研究センター（担当：足立） 

TEL：03-3556-7323、FAX：03-3556-7328、E-mail：adachi@jacses.org 

 

●自動車車体課税は、地球温暖化対策（※１）、大気汚染対策、公害健康被害対
応（※２）や国・地方自治体の財政健全化の観点から、その減税・廃止を行わ
ないよう、強く要望する。ただし、自動車車体課税のグリーン化（環境負荷の
低い自動車への軽課と環境負荷の高い自動車への重課）の推進は必要である。 

●地球温暖化対策強化のため、地球温暖化対策税/環境税/炭素税の早期導入が必
須である。 

 


